


















































































No.34 No.34
【施策概要】 － 年度

施　　策

千円

千円

【施策の推進方針】

千円

千円

千円

千円

千円

【指標】 28

中間目標値

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 千円
8% 12% 85%

5% 29% 59% 70% 100% - -

千円

[R1の姿] [R3の姿] [R4の姿] [R6の姿]

社会資本整備重点計画施策表
【取組内容】

分野 重点目標 社会資本整備を効果的に進めるための施策 予算額 内　　　　　　容

建設産業を担う人材の確保・育成の推進

R1

・未来を支える建設業就業促進事業
・明日の建設産業を考える山梨会議

課題

・建設産業はインフラの整備の担い手として経済・社会を支える産業であると同時に、災害
時には社会の安全・安心の確保を担う、必要不可欠な地域の守り手である。しかし現在、労
働者の高齢化や若年入職者の減少、長時間労働といった大きな問題を抱えており、その対
策は喫緊の課題である。

・このため、担い手の確保を目的に長時間労働の改善や休日の確保を図るため、週休2日
制工事を推進していく必要があるが、週休2日とすることで技能者の賃金確保など、普及拡
大への課題もある。

2,159

R2

R5

・産学官連携建設産業振興事業（担い手確保育成対策事業）

609

R3

・産学官連携建設産業振興事業（担い手確保育成対策事業）

・産学官連携建設産業振興事業（担い手確保育成対策事業）

2,848

推進方針

【県土整備部】
・現在、原則、総合評価落札方式で発注する工事を「受注者希望型」の週休2日モデル工事
で実施し、週休2日の課題を抽出するため、工事完了後に元請・下請全ての工事関係者にア
ンケートを行っている。
・アンケート内では希望しなかった場合の理由の聞き取りも行い、アンケート結果や国等の
動向も踏まえて問題点を検証し、週休2日の普及拡大を図るための課題解決に取り組んで
いく。
・令和6年度に、改正労働基準法において時間外労働の上限制度が適用されることから、普
及拡大・浸透を図り取り組みを強化していく。

【林政部】
・令和２年４月より、現在、原則、総合評価落札方式で発注する工事を「受注者希望型」の週
休2日モデル工事で実施していく。

【農政部】
・農水省では、平成29年8月より週休2日については、試行実施している状況にある。現在、
発注方法や実施方法について、他県及び他部局の週休２日制の状況を踏まえ導入にあたり
検討を行っている。
・適正な工期設定や費用計上などの環境整備に取り組み、遅くとも令和4年までの実施を目
指していく。
※　農政部では、令和2年7月より週休2日制を導入し、取り組みを進めている。
　
※　山梨県全体の週休2日制工事の普及拡大を図るため、発注者協議会などを活用し、市
町村などに取り組むよう促していく。

　インフラ整備や災害時の応急対応等「地域の守り手」としての役割が期待される建設産業
の持続的な発展のため、建設業関係団体等が行う若年者・女性等の入職・定着の促進や建
設業のイメージアップにつながる取り組みを支援する。

3,898

R4

R6

R8

指　標　名
工程表 最終目標値

R7

【備考】
（山梨県総合計画　項目）
①施策番号2-2-9：建設業の担い手の確保・育成

災害など緊急を要する工
事や地域特性など、週休
２日制に適さない工事を
除き、100%の実施率とな
る見込みです。

準備期間を経て全庁的に
取り組みに広がりが見ら
れる。

県土整備部のみが実施して
いる状況です。

R2年度より農政部が加
わり取り組みが浸透し始
めています。

-

指標の定義   週休2日制工事実施件数／10,000千円以上（一般競争入札）発注工事件数

実績値

週休2日制モデル工
事実施率

R9

R9






